
  

和歌山工業高等専門学校地域共同テクノセンター規則  
 
                         制  定 平成 ６ 年１１月 ２ 日 

                        最近改正  令和 ７ 年１１月１９日 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、和歌山工業高等専門学校地域共同テクノセンター（以下「センター」と

いう。）の組織及び管理運営に関し､必要な事項を定めるものとする。 

 （目的） 

第２条 センターは、和歌山工業高等専門学校（以下「本校」という。）における共同利用教

育研究施設として、学生の産業技術教育の充実、研究者の研究活動及び地域社会との円滑な

連携協力活動を推進することを目的とする。 

 （部門） 

第３条 センターに、前条の目的を達成するため次の部門を置く。 

一 新材料部門 

二 情報計測制御部門 

三 環境機能部門 

四 エネルギー応用技術部門 

 （業務） 

第４条 センターにおいては、次に掲げる業務を行う。 

一 民間等への研究協力、技術協力及び技術指導に関すること。 

二 公開講座、出前授業、講演会及び講習会の実施に関すること。 

三 共同研究・受託研究等に関すること。 

四 科学研究費補助金をはじめ、外部資金獲得に関すること。 

五 その他センター長が必要と認めたもの。 

 （センター長及び副センター長） 

第５条 センターに、センター長及び副センター長を置く。 

２ センター長及び副センター長は、本校教員の中から校長が任命する。 

３ センター長は、センターの業務を総括し、その施設・設備の管理運営にたずさわる。 

４ 副センター長は、センター長を補佐する。 

５ センター長の任期は、１年とし、再任を妨げない。 

６ 補充によるセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。 

７ 前二項の規定は、副センター長について準用する。 

 （委員会） 

第６条 センターに、センター委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

２ 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。 

一 センター長 

二 副センター長 

三 各学科教員１名 

四 総合教育科教員１名 



  

五 総務課長 

六 学生課長 

七 技術支援室員１名 

３ 前項第二号の任期は１年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の後任

者の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 第２項第三号から第四号の者は、同第一号のセンター長及び同第二号の副センター長が兼

ねることができる。 

５ 委員会は、センターに関する次の事項を審議する。 

一 第４条各号に定める業務に関すること。 

二 各部門の連絡調整に関すること。 

三 その他管理運営に関すること。 

 （委員長） 

第７条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。 

２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 

３ 委員長に事故あるときは、委員長が指名した者がその職務を代行する。 

４ 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。 

 （事務） 

第８条 センター及び委員会に関する事務は、総務課総務・企画係において処理する。 

 （その他） 

第９条 この規則に、定めるもののほか、センターに関し、必要な事項は、別に定める。 

 
   附 則 
 この規則は、平成６年１１月２日から施行する。 
   附 則 
 この規則は、平成１４年４月１日から施行する。 

附 則 
 この規則は、平成１４年６月５日から施行する。 
   附 則 
 この規則は、平成１５年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則 
 この規則は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則 
 この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則 
 この規則は、平成１９年３月２０日から施行する。 

附 則 
 この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 
 この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 
 この規則は、令和７年１１月１９日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 


